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第１ 教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

(1) 入学者受入方針･入学者選抜に関する目標を達成するための措置 

イ 学士課程 

・ 平成 29 年度は，4 月からの学群学類制での新たな学びや充実させた基盤教育での取組

について，引き続き周知していく。 

・ 高大接続を重視した入試制度の改善・検証のため，引き続き高校教員との意見交換を

積極的に行う。 

・ オープンキャンパスを各キャンパスで２回ずつ実施し，特に秋の開催は，時期を変更

（10 月→11 月）することに加え，コンテンツを更に充実させ，高校 1～2 年生を中心に

本学の周知を図るとともに，推薦入試や一般選抜を控えた高校 3 年生への情報提供を強

化する。 

  ★高校訪問等（入試説明会含む）・・・・・100校 

  ★意見交換会・・・・・・年２回の開催（宮城・山形・岩手ほか） 

・ 平成 29年度入学者選抜の結果を十分に検証し，今期入試改革による志願者及び入学者

の動向変容といった調査分析を実施する。 

・ 受験生の能力・意欲・適性を多面的・総合的に評価するため，国の高大接続一体改革

の趣旨を十分に踏まえ，入学者選抜の在り方を常に検証し，不断の改善に努める。一般

選抜試験の学外試験場については，大宮会場の実績を踏まえ，今後の試験会場の設置に

ついて検証を行う。 

・ 特に，受験者に対する重要なメッセージとなる入試問題については，引き続き高大接

続を念頭に置き，多面的・総合的評価をねらいとした問題作成に資するよう，内容を検

証する。 

・ 海外向けの情報発信を強化するため，体制等を含め更に検討を進める。 

・ 引き続き日本語学校等への広報活動や大学見学の受入れ等を拡充し，外国人留学生の

志願者増を目指すとともに，今年度から実施した新たな選抜方法による志願者や入学者

の動向変容といった調査分析を行いながら，制度の改善を図る。 

・ 新たな選抜科目を導入した特別選抜（外国人留学生）については，志願者や入学者の

動向変容といった調査分析を実施しながら，長期的目標である３０％に向けて段階的に

外国人留学生を増やすために必要な改善を行う。 

ロ 大学院課程 

・ ウェブサイトの効果的な活用や公開講座等と併せた入学相談会の実施等により，引き

続き積極的に情報を発信する。 

・ 平成 28 年度に各研究科において発足させた，入試・広報を担当とするワーキングチー

ムを活用し，入学者選抜の在り方に関する検討を進める。 

・ 前項に記載のワーキングチームと国際交流・留学生センターが連携を図り，優秀な外

国人留学生の受入れに努める。 

・ 前々項に記載のワーキングチームの中で，大学院教育全般の見直しについて検討を進

める。  

 (2) 教育の内容等に関する目標を達成するための措置 

イ 学士課程 

(ｲ) 教育課程編成の基本方針 

・ シラバスに記載されている到達目標に対して，学生が到達できるよう工夫した教育が

実施されているかを授業評価等から検証し，シラバスの到達目標の精緻化及び授業改善

を行う。また，科目毎に効果的な教育方法や授業形態を検討し，科目特性に応じた授業

を展開する。 

・ 基盤教育科目群で全学必修科目として「地域フィールドワーク」を開講し，地域社会

での課題に対する主体的な学びの機会を設ける。 
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・ 自分の将来像を展望する科目として，「キャリアデザインⅠ」を事業構想学群，食産業

学群の 1年次必修科目として開講する。 

(ﾛ) 共通教育（基盤教育） 

・ 平成 29 年度から開講する新カリキュラムの基盤教育では，人間力を高め，広く深く偏

りなく学び続ける力を身につけるためにフレッシュマンコア科目を 15科目配置し，人間

として必要な総合力形成の基礎となる教養教育を充実させる。また，学習内容の確認や

復習を含む学修機会を提供することを目的として，水曜日に補習活動やガイダンス等に

対応できる時間割を編成し，実施していく。 

・ 大学での主体的な学びや生涯にわたる学びにつながるフレッシュマンコア基幹科目

「スタートアップ・セミナー」，「アカデミック・セミナー」，「大学での学び入門」等を

平成 29年度前期から開講するとともに，それらの科目を月曜日 1時限を中心とした午前

の時間割に配置し，週の始めから学修意欲を高め，規則正しく学修する習慣を身につけ

させる。 

・ 学生が広い視野を持てるよう平成 29 年度から開講する基盤教育では，新たに「世界の

歴史と文化」，「東北の歴史と文化」を開講する。また，奈良県立大学との連携により，

日本及び世界の国々の歴史や文化を深く理解するための科目の単位互換を進め，学生の

学びの幅や機会を多面的に提供する。 

・ 英語能力の向上を図るため，英語の読解，ライティング，文法，会話，ディスカッシ

ョン力をトレーニングする科目をそれぞれ開講する。さらに，健康増進や芸術性を涵養

できるようアートサイエンス分野の科目を開講する。 

・ 大学での基本的な学習スキル（読解，情報整理，課題解決，レポート作成）を身につ

けること主眼を置いた「スタートアップ・セミナー」と深い思考力を身につけるために，

情報を的確に分析し根拠に基づいて意見を述べる実践を行う「アカデミック・セミナー」

を 1年生前期・後期の全学群必修科目として配置する。 

(ﾊ) 専門教育 

〔看護学群（学部）〕 

・ 共通教育（基盤教育）科目，専門基礎科目，専門科目の関連性をシラバスに明記し，

新カリキュラムにおける，各教育課程に応じた履修モデルの提示により，カリキュラム

体系の可視化を図る。 

・ 各教育課程における人材育成との関連性を踏まえ，「災害看護プログラム」及び「国際

看護プログラム」がより主体的な学修として取り組まれるよう，ポートフォリオの活用

等，学修方法を再検討する。 

〔事業構想学群（学部）〕 

・ 新カリキュラム開始に当たり，基盤教育科目の実施状況の把握と共有を進め，効果的

な学群・学類専門科目への接続を考慮した教育内容，教育方法の検討を行う。 

〔食産業学群（学部）〕 

・ 食産業学群の新カリキュラムの運用状況を確認し，問題点等を抽出する。 

(ﾆ) 教育方法と成績評価 

・ 平成 29 年度から開講する「スタートアップ・セミナー」等のフレッシュマンコア科目

において，1 クラス 25 名程度のクラス編成を行い，少人数かつ担任制を導入したきめ細

かな授業を実施する。また，独自教材を活用しながら，双方向型の授業を実施し，学生

一人ひとりの学修意欲と理解度の向上を図る。 

・ 成績評価の厳格化に向け，教員間の共通・相互理解の下，ルーブリック等の成績評価

基準を策定し，適切な成績管理の運用を行う。 また，成績評価の結果については，基準

に準拠した適正な評価がなされているか等について，組織的な事後チェックを行えるよ

う，当該教員以外の第三者の評価，ＩＲ機能の強化を行う。 

ロ 大学院課程 

(ｲ) 教育課程編成の基本方針 
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・ 将来の研究科改革に向けて，学生の学修状況・成果を点検し，現行のカリキュラムポ

リシー・ディプロマポリシーとの整合性について検証する。 

〔看護学研究科〕 

・ 博士前期課程の「専門看護師養成コース」においては，「感染看護」，「がん看護」，「老

年看護」について，26単位から 38単位専門看護師教育課程への申請を行う。 

〔事業構想学研究科〕 

・ 平成 30 年度からのカリキュラム改正を目標に，カリキュラム・ディプロマポリシーと

の整合や学士課程教育課程の再編，地域社会のニーズに対応した新たなカリキュラムを

構築する。 

〔食産業学研究科〕 

・ 次期改定に向けて現在のカリキュラムの変更案を作成する。 

〔看護学研究科〕 

・ 引き続き博士前期課程では，人材養成目的に応じた履修モデルを提示し，学生が自主

的に学びを積み上げる支援を行う。 

・ 「専門看護師養成コース」では，26 単位から 38 単位専門看護師教育課程へ強化する申

請を行う。 

〔事業構想学研究科〕 

・ 平成 30 年度からのカリキュラム改正を目標に，カリキュラム・ディプロマポリシーと

の整合や地域社会のニーズに対応したカリキュラムを構築する。 

・ 研究の一連の流れにおいて必要な知識・技術の教授を更に充実させるため，共通必修

科目である事業構想基礎講座の見直しを図る。 

〔食産業学研究科〕 

・ 次期改定に向けて演習科目の導入案を作成する。 

〔看護学研究科〕 

・ 引き続き博士後期課程では，進路別履修モデルを提示し，高度看護実践指導者又は看

護教育研究者となる人材を養成する。 

〔事業構想学研究科〕 

・ 平成 30 年度のカリキュラム改正を目標として，幅広い知見を修得できるような講義科

目編成を検討するとともに，その実行のための規程類の改正作業を行う。 

〔食産業学研究科〕 

・ 社会ニーズの変動，特に，社会人のキャリアアップに対応して現行カリキュラムの問

題点を抽出し，平成 29 年度以降に予定される科目の変更，担当者の変更などの改定の準

備を引き続き行う。 

(ﾛ) 各研究科 

〔看護学研究科〕 

・ 学生が計画的に研究活動を進めることができるように，学生の個々の研究能力の現状

を踏まえ，個別指導・小集団指導・大集団指導による教育・指導体制を強化する。 

① 博士前期課程 

・ 専門看護師養成コースにおいて，38 単位申請に向けての情報収集と事前相談を行い，

教育課程を整備して申請を行う（7月）。 

② 博士後期課程 

・ 学生が計画的に学修を遂行できるように，個々の学生の研究活動及び論文作成状況の

点検を強化する。 

〔事業構想学研究科〕 

① 博士前期課程 

・ 指導教員＋副査 2名による複数指導体制の継続と実施内容のモニタリングを行う。 

② 博士後期課程 

・ 二年間継続した複数指導体制に基づく段階的な研究指導についての評価を行い，指導
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体制の充実を図る。 

〔食産業学研究科〕 

① 博士前期課程 

・ 引き続き，社会人学生の受入れを推進し，地域貢献につながる課題解決型の実践的な

研究テーマに取り組むように推奨する。また，ＡＢＥイニシアティブ等による留学生の

受入れを推進し，一部英語による講義の開始を目指す。 

② 博士後期課程 

・ 公設研究機関や企業などからの社会人学生の受入れを推進するとともに，関係分野で

自立的研究能力を持った研究者や専門家を養成するため，必要に応じて学外の研究機関

や関連企業と連携し指導に努める。 

(ﾊ) 教育方法と成績評価 

〔看護学研究科〕 

・ 個々の学生の学修ニーズ，学修履歴，職業経験などを踏まえ，入学後の学生個々の学

修履歴を確認することを強化し，教育・研究指導を行う。 

・ 引き続き，研究生制度を活用し，満期退学者の研究指導を継続して実施する。 

〔事業構想学研究科〕 

・ 学生の学修履歴や属性を考慮した柔軟な教育指導が可能となるよう，指導方法や時間

割の見直し，オンラインシステムの研究科学生への導入を行う。 

〔食産業学研究科〕 

・ 引き続き，年々増加している社会人大学院生への対応について，それぞれの状況を勘

案した教育指導を行う。 

〔看護学研究科〕 

・ 引き続き，講義の聴講や演習への参加自由度を高める工夫をし，専門分野・領域を超

えて広くディスカッションできるよう，複数領域による統合ゼミの機会を設ける。 

・ 学生が研究計画や研究の進捗状況を発表し，研究科担当教員から集団指導を受けたり，

他学生から質問や助言を受ける際のプレゼンテーションスキルの向上やディスカッショ

ンの活性化を図る。 

〔事業構想学研究科〕 

・ アフリカからの留学生等を活用し，英語でのコミュニケーション力向上のための授業

の展開を図る。また事業構想基礎講座において，表現力の向上や論文執筆能力の向上，

研究倫理の理解のためのプログラムを継続する。 

〔食産業学研究科〕 

・ 引き続き講義を通しての外国語コミュニケーション能力や表現力の向上に向けた取組

を行う。また，研究室の枠を超えた研究科内での研究発表会を開催し論文発表の機会を

増やす。 

〔看護学研究科〕 

・ シラバスにおいて，授業の達成目標及び成績評価基準を明示する。また，各教員に対

し，厳正な評価を行うよう指示する。 

・ 履修ガイドに「看護学研究科学位論文審査基準」を明示し，入学時ガイダンスで周知

を図るとともに，基準に基づき，厳正な審査を行う。 

〔事業構想学研究科〕 

・ 学位論文審査における評価の客観性・公平性を高めるために，論文審査基準に基づく

ルーブリック等の充実を図る。 

〔食産業学研究科〕 

・ 引き続き，博士論文の審査に関する審査要綱，申合せの問題点，修正点を抽出し，必

要に応じ改定する。 

(3) 教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

イ 適正な教員配置 
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・ 大学改革移行に伴う教育課程の検証を行うとともに，教員組織や教員配置については，

社会や時代のニーズに対応した弾力的な配置を引き続き検討する。 

・ 各学群等の教育・研究に関するビジョンを検討した上で，引き続き優秀な人材の確保

に努め，その選考基準や選考結果を公表する。 

・ 選考対象者の教育力，研究力,地域貢献，学内運営への取組姿勢等を的確に審査するた

め，選考方法及び選考基準を見直し，必要な改善を行う。 

・ 新たに優れた教育研究業績等を有する教員を配置するための資格審査手続きの実施に

向け検討を行う。 

ロ 教育及び教員の質の向上 

(ｲ) 教員評価 

・ 教員業績評価検討委員会において，引き続き評価実績を検証しながら，新たな評価制

度の構築を検討し，教員の教育活動の活性化と質の向上を推進する。 

(ﾛ) 授業評価  

・ より多くの学生の声が収集できるよう，授業評価の方法を見直すとともに，直接学生

の声が聴けるようヒアリング等の実施も検討する。また，その結果を踏まえて，効果的

に授業改善が図られるよう平成 29 年度に続き教育編成課程ごとの改善計画をとりまとめ

て学生へのフィードバックを行う。 

(ﾊ) 教員研修 

・ 平成 29年 4 月 1 日からＳＤの義務化が施行されることを受け，これまでのＦＤ，ＳＤ

という枠を越えて，平成 28 年度に続き，教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図る

ためＳＤを開催する。また，教育の質保証を図るＦＤ等も企画し，教員のみならず職員

も参加できる研修を実施するとともに，外部で開催される研修会等へも教職員が参加で

きるよう情報収集・発信を行う。 

〔看護学群（学部）・看護学研究科〕 

・ 看護学群ＦＤ及び看護学研究科ＦＤを行い，カリキュラムにおける課題の可視化や共

有により，教育改善への意欲向上を図る。   

・ 引き続き日本看護系大学協議会で開催する研修会，看護学教育ワークショップ等に積

極的に参加し，報告会を設けて共有化を図る。 

・ 継続して実習指導教員研修会を行うとともに，各教員の教育関連の学会及び研修会等

への参加を推奨し，教育・指導の質の向上を図る。 

〔事業構想学群（学部）・事業構想学研究科〕 

・ 学群制への移行に伴い，平成 30 年度からの学群・学類の専門教育内容・方法，障がい

者教育の支援等に関する研修会を実施する。 

〔食産業学群（学部）・食産業学研究科〕 

・ 学群制への移行に伴い，教員研修を実施すべき課題について精査し実施するほか，障

がいを持つ学生への支援の在り方についての研修も検討する。また，食産業学研究科に

おいては，カリキュラム等に関するＦＤを実施する。 

ハ 教育環境の整備 

・ 学生満足度調査や学生生活実態調査の回答（特に記述式での回答）や，学生会執行部

を通じての学生からの要望等に丁寧に向き合い，学生のニーズ把握に努め，教育環境の

向上及び施設面の対応に努める。     

・ 平成 28 年度に策定した蔵書と運営方針に沿って，電子化の促進，これからの学びと地

域貢献に資する資料整備，運営への学生参加及び図書館利用の促進を図ると同時に，新

組織・新カリキュラム下での運営状況を見ながら蔵書・運営方針の継続的検討を行う。 

・ 図書館の施設整備の改修を実施し，これからの学びに資する図書館空間と設備の創出

を図る。 

・ 引き続き安定した情報ネットワーク通信環境を提供するとともに，平成 29年度からの

新組織・新カリキュラムの運営状況を見ながら，それらに必要な情報環境等の整備を行
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う。 

・ 平成 30 年度に予定されているネットワーク更新に向けた提案依頼（ＲＦＰ）を行い，

それに基づいて次期ネットワークおよび教育関連の情報施設設備の仕様を策定する。 

・ 語学力の向上と学生の留学支援のため，ＴＯＥＩＣ，ＩＥＬＴＳ，英検，ＴＯＥＦＬ

（ＩＴＰ／ｉＢＴ）の書籍等自習教材を充実させる。 

・ 海外留学に必要となるＴＯＥＦＬ ＩＴＰ試験を定期的に実施する。 

・ 語学力アップを目的としたセミナー等を積極的に行う。 

・ 海外留学の魅力を伝えるとともに，スケジュールや条件等を周知するため，海外留学

セミナーを実施する。セミナー参加者を対象とした個別相談会を実施するなど，継続的

な支援を行う。 

(4) 学生への支援に関する目標を達成するための措置 

イ 学修支援  

・ 平成 29 年度１年生から始まるスタートアップセミナーのクラスごとに担当教員，副担

当職員を配置し，学修相談，各種相談に２年次まで適切に対応できる体制を整備する。

また，その他の相談にも適切に対応できるようスチューデントサービスセンターを中心

にオフィスアワー制度の運用を見直し，学生が直接相談しやすい体制を整備する。 

・ スチューデントサービスセンター所属教員・教務担当・学生支援担当及び学生相談室

の結び付きをより強化し，不登校・学修意欲の低下に悩む学生の早期発見，支援に努め，

授業を担当する教員を交えての対策を考える場を持てるよう，風通しのよい組織づくり

を兼ねて，ケースバイケースで学生指導・学生応援態勢を整える。学生が相談しやすい

よう，必要に応じて集団守秘体制を発動する。              

  ★休学率（年人数／収容定員）2％以下 

  ★退学率（年人数／収容定員）1％以下 

・ 平成 29 年度から導入する予定の学修成果の点検・自己評価の仕組みがうまく機能して

いるか検証し，必要な見直しを随時行う。 

・ 平成 29 年度からのカリキュラムに対する履修モデルについて，ディプロマ・ポリシー

とカリキュラム・ポリシーを参照しながらその検証を行い，必要に応じて見直しや追加

を行う。 

ロ 生活支援 

・ 学生一人ひとりの実情に応じた学修支援や生活支援を組織的に行えるよう，スチュー

デントサービスセンターにおいて相談体制を充実させる。また，健康支援センターと連

携して，障がいのある学生支援に集団守秘体制を敷いて取り組む。外国人留学生の学修

支援・生活支援の相談窓口の役割を，国際交流・留学生センターと協力して担う。また，

キャリア開発センターとも情報共有する場を設け，個々の学生への支援のチャンネルを

拡げ，学内の相談ネットワークの要となるよう努める。                                   

・ 定期健康診断等により喫煙者を把握し，その喫煙者に対して定期的な禁煙教育を実施

する。 

  ★禁煙指導・・・対象者に年 2回実施                

・ 障がいのある学生との対話と支援を適切に行うために，スチューデントサービスセン

ターと各学群及び事務部施設担当との間で随時協議できる体制を確立する。社会的障壁

の除去や合理的配慮の提供について，非常勤講師を含めた全教職員を対象に啓蒙に努め

る。                                     

・ 障がいのある学生・外国人留学生などに限らず，成績不振や不適応などで支援を必要

とする全ての学生に対して適切な対応を行うため，対象となる学生のニーズ等の把握に

努めるとともに，当該学生に対する支援が適切に行われているか等を分析し，不十分な

ものについては改善を行う。 

・ 学生が学生を支援するピア・サポートの体制づくりを先導・支援する。 

・ 授業料減免，分納・延納制度及び奨学金の説明会を適宜開催する。日本学生支援機構
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以外の奨学金については，掲示だけでなくメール等も活用して学生への周知を徹底する。

授業料納付が遅れる学生に対して，学修上の問題が生じていないかを含めて，適切に個

別対応する。 

ハ 就職支援 

・ キャリア科目との連携を強化し，学年進行に対応した指導を充実させるとともに，企

業等とのパイプのいっそうの強化を図り，企業や医療機関，自治体等の協力を得ながら，

合同又は個別の研究セミナーやガイダンス等を学群（学部）の特性に応じて効果的に開

催する。 

・ 平成 29 年度から始まる新カリキュラム，特にキャリア科目，インターンシップ科目を

通じて，就職活動時期になっても困らないような，職業観を涵養し，社会で活躍できる

力の土台を作る。 

・ 平成 28 年度から実施している卒業生へのヒアリング調査を継続し，求人票などからは

読み取ることのできない企業の生の情報を学生に提供することで，学生にとって最適な

進路選択を可能にする。 

・ 現在は事業構想学群（学部）でのみ採用している就活支援サイトについて，有用性を

検証し，看護学群（学部）・食産業学群（学部）での運用も検討を進める。 

・ 平成 28 年度から実施している「卒業生の就労状況調査」の中で，企業等や卒業生への

ヒアリングを継続し，その結果をキャリア教育の改善につなげる。 

【数値目標】 

  ★看護師国家試験新卒合格率 100％ 

  ★保健師国家試験新卒合格率 100％ 

  ★就職率(文部科学省基準，各 4月 1日) 

   ・看護学部    100％ 

   ・事業構想学部 100％ 

    ・食産業学部  100％ 

・ 修了後の新規就職，職場復帰において，入学前の能力・資格に加えて，本学研究科で

の学修や研究成果が活かされるよう，キャリア開発担当と指導教員がそれぞれの専門性

に応じたキャリア形成支援を行う。 

ニ 社会人・留学生への支援 

〔看護学研究科〕 

・ 引き続き，学生と調整を図りながら，夜間開講，土・日曜日開講を実施する。また，

他大学研究科での受講，サテライトキャンパスを活用した授業・研究指導などを実施す

る。 

〔事業構想学研究科〕 

・ これまでに引き続き，社会人学生や一般社会人への教育機会提供のために，事業マネ

ジメント特別講義，事業プラニング特別講義を夜間に仙台市内で開講する。またアンケ

ート調査結果に基づき，開講内容の見直しを図る。 

・ 事業構想基礎講座については，社会人の便宜を図るために，引き続き土曜日の集中講

義として実施する。 

〔食産業学研究科〕 

・ 社会人学生と調整を図りながら，夜間開講，土・日曜日開講及び夏季・冬季休業期間

などの長期休暇期間での集中講義等を実施する。 

・ 国費留学生のほか，独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）が実施するＡＢＥイニシ

アティブ「修士課程及びインターンシップ」プログラム，「太平洋島嶼国リーダー教育支

援プログラム（Ｐａｃｉｆｉｃ－ＬＥＡＤＳ）」等の国費留学生に準じたプログラムを活

用し，留学生の受入れを積極的にサポートする。 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

(1) 研究水準及び研究成果に関する目標を達成するための措置 
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イ 研究の方向性 

・ 地域の課題やニーズに対応する研究テーマなどを設定した研究費（指定研究費）を競

争的に配分し，地域課題の解決に貢献する。 

  ★指定研究費 30件（24,000千円）  

・ 東日本大震災からの創造的復興に貢献するため，外部資金又は学内研究費を活用して，

地域の産業振興，被災者の生活やコミュニティの再生，被災自治体の地域社会の再生・

発展などに資する研究を推進し，その研究成果の還元に努める。 

  ★震災復興特別研究 12件（7,000千円） 

・ 本学ならではの優位性・独自性を有する研究成果の創出に向けて，学群横断的な研究

を促進するよう教員研究費（指定研究費）を戦略的に配分するとともに，特に注力すべ

き研究テーマに対して学長裁量の特別推進研究として研究費を配分し，研究活動の活性

化を図る。 

  ★特別推進研究 3件（20,000千円） 

・ 研究委員会や地域連携センターの機能を活用して，企業や自治体のニーズを把握し，

学外機関と連携して行う受託研究や共同研究，奨学寄附金の受入れを推進し，地域課題

の解決やニーズの充足に貢献する。 

・ 特別推進研究の重点課題として，「連携協定自治体の振興に資する研究」「農林水産物

の活用に資する研究」「『宮城県地方創生総合戦略』の基本目標の具現化に寄与する研究」

を設定し，地域社会の発展に寄与する研究を推進する。 

  ★共同研究・奨学寄附金・受託研究数・・・63件 

ロ 研究水準の向上 

・ 本学の研究活動に対する評価を高められるよう，以下を目標として，研究委員会を通

じて国際ジャーナルや論文誌等への論文掲載数増加を推奨するほか，宮城大学学術機関

リポジトリを活用した学術論文のオープン化を進め，研究成果の学内共有，学外公表を

促進する。 

  ★国際ジャーナル論文掲載数  (看)5  (事)5  (食)25 

  ★論文誌（全国）論文掲載数  (看)15  (事)15 (食)35 

  ★学術専門図書刊行数  (看)5  (事)5  (食)10  

  ★受賞作品数  (事)1  (食)1    

  ★取得特許数  (事)1  (食)1                       

・ 指定研究費や国際学会等派遣旅費の配分，査読付論文の学術誌掲載，知的財産権の取

得，外部資金の獲得などの状況を勘案し，本学における研究の質的な評価の手法を引き

続き検討する。 

ハ 研究成果の地域社会への還元 

・ 連携自治体・団体等とのネットワークを活用し，大学と産業界とを結びつける交流・

活動を行う。 

・ 地域社会に開かれた大学として，その研究成果や知見を活用し還元するための新たな

仕組み作りを行う。 

・ 看護実践開発センターによる地域の医療・看護の質の向上に資する取組を続けるとと

もに，公開講座企画委員会の企画による地域のニーズに沿った公開講座を開催すること

で，宮城大学の有する知見を地域に還元する。 

・ 地域連携センターを窓口とした，連携自治体・団体等からの情報によるマッチング等

の機会を積極的に設け，有する知見や研究成果の知的財産化を促進する。 

(2) 研究の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

イ 研究の実施体制 

・ 教員の研究活動を活性化し，企業や研究機関等と連携した研究や外部資金の獲得を促

進するため，本学における研究の内容や成果を学内外に周知する研究交流フォーラムを

開催する。                                 
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・ 地域連携センターを中心とした，民間企業・団体等との連携を基に，外部資金の獲得

等を推進するためのコーディネートやマッチングを行い，研究業務の支援機能を向上さ

せる。 

・ 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」や「研究活動における

不正行為への対応等に関するガイドライン」に則した学内規程に基づき，適切な研究実

施体制や，内部監査を含めた組織的なチェック機能を充実させるとともに，教職員等に

対してコンプライアンス教育を実施し，不正の未然防止を図る。 

  ★教職員等に対する研修の実施 

    開催予定時期・・・9月 

    開催予定回数・・・年 1回 

・ 研究備品の使用実態，現在の状態等を継続的に把握し，更新等が必要なものについて

は，外部資金などを有効に活用して整備する。 

ロ 研究費の配分 

・ 一般研究費の配分に当たっては，教育活動や学内外の各種業務への取組状況なども配

分額に反映させるため，教員評価を活用した配分を引き続き行う。 

・ 海外研究費及び指定研究費の配分に当たっては，申請のあった研究課題を研究費審査

会の審査に付し，研究内容や研究実績等の評価に加え，外部資金獲得の可能性や若手研

究者の育成の観点なども踏まえた審査を行い，採否及び配分額を決定する。 

・ 本学として特に注力すべき研究活動を特別推進研究として公募し，研究費審査会によ

る審査及び学長へのプレゼンテーションにより研究内容を適正に評価し，研究費の配分

を決定する。 

・ 国際学会等発表旅費の配分に当たっては，申請のあった内容について，研究成果の発

展や大学の対外的な評価向上の可能性などを審査するとともに，これまでの海外派遣実

績なども勘案して，特定の教員に偏らないよう研究委員会において配分を決定する。 

・ 東日本大震災からの創造的復興に貢献するため，震災復興特別研究を学内で公募し，

地域の産業振興，被災者の生活やコミュニティの再生，被災自治体の地域社会の再生・

発展などに資する研究に対して研究費を競争的に配分する。 

・ 教員等を対象とした指定研究費等の成果発表を行う研究交流フォーラムを開催すると

ともに，一般研究費の配分による研究成果の検証手法については，引き続き検討を行う。 

  ★発表件数・・・20件（国際学会発表旅費の成果発表を含む。） 

ハ 研究者の配置 

・ 教員の採用に当たっては公募を行い，研究成果等のプレゼンテーション及び面接によ

り，今後の研究活動の方向性や地域貢献への取組姿勢を確認し，組織の活性化につなが

る，より研究力・実践力の高い人材の確保を行う。 

・ 若手教員の研究力向上を図るため，指定研究費の優先的配分を行うとともに，学内に

おいて教員同士の連携による研究を促進するほか，企業・地域等との協働による研究の

機会創出に努める。 

 

第２ 地域貢献等に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 

(1) 地域社会への貢献 

・ 平成 29 年度は，4 月からの学群学類制での新たな学びや充実させた基盤教育での取組

について，引き続き周知していく。 

・ 高大接続を重視した入試制度の改善・検証のため，引き続き高校教員との意見交換を

積極的に行う。 

・ オープンキャンパスを各キャンパスで２回ずつ実施し，特に秋の開催は，時期を変更

（10 月→11 月）することに加え，コンテンツを更に充実させ，高校 1～2 年生を中心に

本学の周知を図るとともに，推薦入試や一般選抜を控えた高校 3 年生への情報提供を強
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化する。 

  ★高校訪問等（入試説明会含む）・・・・・100校 

  ★意見交換会・・・・・・年２回の開催（宮城・山形・岩手ほか） 

（再掲） 

・ 宮城県の公立大学として，入試制度等について県内の高等学校と緊密な意見交換を行

い，必要な改善を行うとともに，高等学校の新たな学習指導要領の改訂を見据え，課題

探究型の授業や評価手法等を高等学校と協働で検討する場や高校生と本学の学生が共に

学ぶ場の創出に向けて準備を進める。将来的には宮城県を中心とした高等学校と，一歩

進んだ高大連携に取り組むため，先進事例を参考にしながら，高等学校との意見交換を

積極的に行う。アカデミックインターンシップはその取組を拡大し，高大連携方策の柱

の一つとする。 

〔看護学群（学部）〕 

・ 県内の病院や企業などにおける実習，インターンシップを行うとともに，フィールド

ワークや県内全域における体験・体感型学修などを積極的に導入し，地域社会に貢献で

きる人材育成に資する。他職種連携教育ＩＰＥプロジェクトに参加し，実施していく。 

〔事業構想学群（学部）〕 

・ 平成 29 年度からの新カリキュラムにおいて，基盤教育科目の中に体験型学習として

「地域フィールドワーク」を開講する。またより多くの学生が企業体験ができるよう，

インターンシッププログラムについて見直しを行う。 

〔食産業学群（学部）〕 

・ 県内インターンシップ先企業の新たな開拓を進めると共に，全員必修のインターンシ

ップを継続して行う。 

〔看護学群（学部）〕 

・ ニュースレター発行，公開講座での広報，入試説明会の開催による情報発信を引き続

き行う。特に看護学部卒業生へ郵送による情報発信を強化する。 

〔事業構想学群（学部），食産業学群（学部）〕 

・ 引き続き，公開講座等の機会を利用し，ＰＲに努める。 

・ 公開講座・シンポジウム等は，大学の教育研究の成果を地域に還元することを目的と

した公開講座の企画のため，公開講座企画委員会を設立し，これまで以上に大学の教育

研究資源を活用した地域貢献を行う。 

  ★公開講座・シンポジウム等の開催数・・・48回 

・ 平成 29 年度より学外からもアクセス可能になる図書館ポータルサイトを通じて「六限

の図書館」等の利用促進イベントや地域・現物資料を中心とした情報発信を行う。 

・ 図書館ポータルサイト運用の安定化と，運用を踏まえた改善を図る。 

(2) 産学官の連携 

・ 連携自治体・団体との連携を強化する活動を行うとともに，他の民間企業・団体や自

治体等との連携を見据えた活動を積極的に進める。 

【数値目標・目標年度】 

  ★市町村等との連携協定目標数・・・24件 

・ 地域振興事業部が，地方創生などに係る自治体からの調査研究・計画業務等を受託し，

地域のシンクタンク機能としての役割を担える体制を整えるとともに，収支状況の適正

化を進め，収支均衡を目標とした適正な収益があげられるよう，体制強化に取り組む。 

  ★地域振興事業部調査研究の受託(補助)件数目標・・・8件   

・ 宮城県基盤技術高度化支援センター（ＫＣみやぎ）や連携先等との情報共有により，

技術相談や共同研究，受託研究につなげる。 

(3) 大学間及び高等学校との連携 

・ 学都仙台コンソーシアムへの単位互換科目などによる積極的な参画を行い，大学間の

連携を強化する。 
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・ 基盤教育科目の地域フィールドワークの実施，改善を進め，それを踏まえた新課程に

おけるコミュニティプランナー育成プログラムの検討と準備を進める。 

・ 兵庫県立大学，奈良県立大学との３大学連携教育の実施について具体的な検討を進め

る。 

・ 宮城県の公立大学として，入試制度等について県内の高等学校と緊密な意見交換を行

い，必要な改善を行うとともに，高等学校の新たな学習指導要領の改訂を見据え，課題

探究型の授業や評価手法等を高等学校と協働で検討する場や高校生と本学の学生が共に

学ぶ場の創出に向けて準備を進める。将来的には宮城県を中心とした高等学校と，一歩

進んだ高大連携に取り組むため，先進事例を参考にしながら，高等学校との意見交換を

積極的に行う。アカデミックインターンシップはその取組を拡大し，高大連携方策の柱

の一つとする。 

（再掲） 

２ 国際交流等に関する目標を達成するための措置 

(1) グローバル化を推進するための教育環境整備 

・ 国際交流・留学生センターの運営委員に，国際交流活動等を積極的に行う教員を登用

する。 

・ 協定校に引き続き交換留学生を派遣する。 

・ グローバル人材を育成するため，グローバル人材育成プロジェクト「リアル・アジア」

を引き続き企画・運営する。 

・ グローバル人材に求められる異文化理解力を養成する異文化理解交流促進プログラム

を企画・運営する。 

・ ウェブサイトやＳＮＳ等を活用した国際交流情報の発信を継続的に行う。 

・ 大学広報誌等を活用した情報発信に努める。 

・ 国際交流に関係する競争的資金の情報を収集し，優先度の高い競争的資金については

大学として積極的に応募する。 

・ 学生が応募する外部奨学金等に関しては，説明会のみならず指導を徹底し，多くの学

生のチャレンジを奨励し，サポートする。 

・ 多文化理解講座等の国際理解イベントを積極的に実施する。 

・ 世界の多様性を認め自身と異なる文化や風習を受け入れることのできる学生の育成を

目的とした文化交流プログラム「グローバル・ダイバーシティ・エンゲージメント・イ

ニシアチブ」（英語名：Ｇｌｏｂａｌ Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｅｎｇａｇｅｍｅｎｔ Ｉ

ｎｉｔｉａｔｉｖｅ; 通称ＧＤＥＩ）を企画・実施する。 

(2) 海外大学等との連携 

・ 交流協定に関する覚書（ＭＯＵ）を締結している大学や団体との交流を深め，交換留

学や共同研究を内容とする一般協定締結を目指す。 

・ 交換留学や共同研究など，実効性のある協定先を探す。 

・ 地元企業と海外企業との国際連携に協力する。 

・ 長期留学生の留学報告会，リアル・アジア報告会，留学先大学の紹介イベント等を実

施し，グローバル人材育成プロジェクトの取組や成果を発信する。 

・ ベトナム等協定校とのシンポジウムを開催する。 

・ 学生・教職員の国際交流の推進を図るため，国際交流・留学生センターの取組や留学

生等の活動を紹介するインターナショナルウィークを実施する。 

・ 大学広報誌等を活用した情報発信に努める。 

・ 「東北地方と海外移民の歴史」といった海外からの研究者との国際シンポジウムを開

催し，東北地域のグローバル意識を啓発する。 

(3) 留学・留学生支援 

・ 外国人留学生の獲得に向け，入試制度の周知を図り，本学の魅力を発信するための入

試広報を行う。また，日本語学校で入試説明会を行い，外国人留学生を対象としたキャ
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ンパスバスツアーを実施する。 

・ 日本留学フェア等外国人向けの学校説明会に出展する。 

・ オープンキャンパスに国際交流・留学生センターとして出展する。その際，日本語学

校等に配慮した説明・展示を行う。    

・ 受入体制を強化するため，留学経験等がある学生を国際交流・留学生センターの運営

補助業務に従事させる。 

・ 外国からの留学生の滞在先（短期，長期）の確保に向け，大学周辺の個人家庭へのホ

ームステーの可能性を地域の町内会との連携も含め検討する。同時に大学宿舎の空き状

況に関する情報を収集し，必要に応じて留学生のためのシェアハウスを実現できるかど

うかの検討を行う。 

・ 国費留学生のほか，独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）が実施するＡＢＥイニシ

アティブ「修士課程及びインターンシップ」プログラム，「太平洋島嶼国リーダー教育支

援プログラム（Ｐａｃｉｆｉｃ－ＬＥＡＤＳ）」等の国費留学生に準じたプログラムを活

用し，留学生の受入れを積極的にサポートする。 

(再掲) 

・ 語学力の向上と学生の留学支援のため，ＴＯＥＩＣ，ＩＥＬＴＳ，英検，ＴＯＥＦＬ

（ＩＴＢ/ｉＢＴ）の書籍等自習教材を充実させる。 

(再掲) 

・ 海外留学に必要となるＴＯＥＦＬ ＩＴＰ試験を定期的に実施する。 

(再掲) 

・ 語学力アップを目的としたセミナー等を積極的に行う。 

(再掲) 

・ 海外留学の魅力を伝えるとともに，スケジュールや条件等を周知するため，海外留学

セミナーを実施する。セミナー参加者を対象とした個別相談会を実施するなど，継続的

な支援を行う。 

(再掲) 

３ 東日本大震災からの復旧・復興支援に関する目標を達成するための措置  

・ 寄附金などを活用した産業振興などにより，被災地の創造的復興を支援する。 

・ 東日本大震災からの創造的復興に貢献するため，震災復興特別研究を学内で公募し，

地域の産業振興，被災者の生活やコミュニティの再生，被災自治体の地域社会の再生・

発展などに資する研究に対して研究費を競争的に配分する。 

（再掲） 

〔看護学群（学部）〕 

・ 引き続き「災害看護プログラム」における学修の主体性を高めるため，教育内容・方

法の検討を行う。 

〔事業構想学群（学部）〕 

・ 平成 29 年度からの新カリキュラムで地域創生学類に創設した災害や震災復興に対応し

た科目の開講準備を進める。また，兵庫県立大学と連携したコミュニティプランナ育成

プログラムの新カリキュラムとの連携と充実を図る。 

・ 平成 29 年度においても，引き続き被災世帯に対する授業料減免（震災枠）を継続する

とともに，被災世帯の状況を踏まえつつ，他大学等の対応を見極めながら，平成 30 年度

以降の支援について検討する。 

・ 安否確認システムについて，学生生活オリエンテーションなどで登録方法を周知する

ほか，非常時に備え，防災訓練や学外での演習や実習において模擬訓練を行う。特に，

２年生以上の学生について，登録と訓練への応答を更に徹底させる方策を検討する。 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 
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(1) 理事長を中心とする運営体制の構築 

・ 理事長が全学的なリーダーシップを発揮できる組織環境を推進するため，教員組織と

事務組織の連携の強化など組織体制について引き続き検討する。 

・ 理事会については，引き続き法人の機動的な運営を図るため，必要に応じて臨時理事

会を開催し，重要事項を迅速に決定を行う。 

・ 理事会，経営審議会及び教育研究審議会について，連携を図りつつ，互いに機能的な

運営を可能とするよう引き続き位置付けや在り方について検討を行う。 

・ 教授会の審議事項を精選し，教育研究審議会との役割分担を明確するとともに，必要

に応じ関係規程の見直しを行う。 

・ 内部統制を図るため，引き続き，研究費の監査を含め，適切にテーマを選定の上，内

部監査を実施する。 

・ 教職員の専門性の向上と業務運営の効率化を図るため，ＦＤへの参加や全職員参加型

や個別参加型の研修等の充実を図り実施する。 

・ 男女共同参画を推進していくため，引き続き仕事と家庭の両立支援体制の充実など，

男女が対等な構成員として活躍できる教育環境について検討し，対応をする。 

(2) 戦略的な予算等の配分 

・ 平成 29年 4月に設置する学群・学類の円滑な運営を図るとともに，引き続き適切な組

織体制の検討を進める。 

(3) 学外の有識者等の登用 

・ 副理事長，各理事等に，学外有識者を適材適所で登用する。 

・ 学外者の意見を大学運営に反映させるため，過半数を堅持する。 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

・ 学群・学類制への移行や，学系制の導入の実績や評価を検証し，必要な見直しを行う。

また，研究組織の在り方については，研究推進将来ビジョンの策定，研究環境の改善，

研究倫理など平成 28 年度にスタートしたワーキンググループの検討を踏まえて，本学と

してあるべき研究組織を検討する。 

３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

・ 客観的で公平性・信頼性の高い適正な評価制度の確立等に向け検討を行い，個人が能

力を発揮できる環境や仕組みの構築を行う。 

・ 教員については，任期制や特任教員，裁量労働制など，多様な雇用・勤務形態を効果

的に活用するとともに，年俸制の導入を見据え，引き続き評価制度の見直しを行う。 

・ 中期計画に基づく法人（プロパー）職員の充足に向け，計画的な採用及び適正配置に

努める。 

・ 職員の資質向上に向け，ＯＪＴや学外派遣研修等，職員研修の充実・強化を図る。 

  ★新規採用職員研修 

  ★スタッフ・ディベロプメント（ＳＤ）研修 

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

・ 事務組織については，各部門の権限と責任を明確化するとともに，より機動的，一体

的に業務が推進できるよう必要に応じ見直しを行う。 

・ 事務が円滑かつ効率的に行えるよう継続して事務処理マニュアル等の点検・見直しを

行い，必要に応じて改定を行う。 

 

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

(1) 外部資金の獲得 

・ 科学研究費補助金その他の競争的資金などの外部資金の公募情報を的確に学内に周知

するほか，科学研究費補助金については採択率の向上に向けた学内説明会や希望者に対

する応募前の事前審査を実施する。 
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・ 学術誌への論文掲載，宮城大学学術機関リポジトリ，ウェブサイト等を活用した研究

内容の周知を継続するほか，本学が注力して取り組む研究（特別推進研究）を積極的に

外部に発信するなど，本学の研究の可視化に努める。 

  ★外部資金獲得目標額・・・2億 2,000万円 

・ 国，自治体，財団，民間等の外部研究費等に関する情報を学内で共有し，外部資金の

獲得増に努める。 

(2) 自己収入の確保 

・ 平成 29 年度は，今期入試改革の成果を踏まえ，志願者や入学者の調査分析を着実に行

うとともに，オープンキャンパスのコンテンツの充実や高等学校訪問先の選定などを行

い，入試広報の強化を図る。学外試験場については，大宮会場の実績を踏まえ，志願者

増に資するため，会場の新設について検討を進める。 

・ 授業料納入が遅れる学生側には，奨学金やアルバイト，学修上の問題が付随している

ことが多く，学生相談が必要なケースを見逃さないように努める。授業料未納者ゼロ継

続を目標とする。 

・ 引続き授業料等各種料金について他大学の金額設定の情報を収集し，必要に応じて額

の改定について検討する。 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

・ 経費削減の一環として行っている「コピー費執行管理（印刷機の活用，予算の割当等）」

を継続して実施する。また，節電・節減対策を周知徹底し，コスト削減を進める。 

・ 可能なものは一括発注や複数年契約に切り替え，費用対効果の改善とコスト削減を図

る。 

・ 業務の外部委託を推進するとともに，随時の見直しを行い，コスト削減や業務の簡素

化・合理化を図る。 

・ 職員の意識改革を進めるとともに，事務組織の不断の見直しを行い，職員の職務能率

の向上に努める。 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

・ 保有資産（施設・設備等）については，更新時期の到来したものも多く，計画的な更

新とともに定期的な点検を行い，維持管理の徹底を図りながら使用状況等を踏まえ有効

活用を促進する。 

・ 余裕資金については，資金繰り等を勘案し，銀行定期預金など安全で確実な金融商品

により運用する。 

 

第５ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る自己点検・評価並びに当該状況に係る情報の

提供に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 自己点検・評価の充実に関する目標を達成するための措置 

・ 教育研究及び大学運営の質の向上を図るため，評価委員会を中心として，年度計画等

の策定→実施→評価→改善のＰＤＣＡサイクルの更なる定着に向け，自律的な自己点

検・評価制度を運用する。                                                                 

・ 県評価委員会による評価結果や自己点検・評価の結果について，経営審議会，教育研

究審議会及び理事会等において分析，検討し，業務実施や次期年度計画に適切に反映さ

せるなど，法人の業務運営の更なる改善に生かす。 

・ （公財）大学基準協会の認証評価結果において指摘された課題について，対応・改善

に取り組んだ結果を報告書にまとめ，平成 29年 7月に報告する。 

・ 年度計画の評価結果とそれらを踏まえて策定した次期年度計画をウェブサイトにより

周知し，法人運営の更なる改善につなげる。 

２ 情報公開の推進等に関する目標を達成するための措置 

・ 新カリキュラムと旧カリキュラムが並行稼働することから，在学生への情報提供に注

意するとともに，ステークホルダーに対してはウェブサイト，大学案内パンフレット等
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の広報媒体を活用し，併せてプレスリリースも活用しながら，積極的な情報発信に努め

る。ウェブサイトについては，新たな学群学類のスタートとなることから，高校生が多

く活用するモバイル優先のアクセシビリティの向上を図り，画面構成を一新する。 

・ 年間を通じて入試や大学改革，宮城大学創立 20 周年・創基 65 周年記念事業などの大

学の話題をタイムリーに広報することにより，本学の教育研究活動について広く情報発

信する。 

・ 平成 29年 8月に開催予定の「宮城大学創立 20周年・創基 65周年記念式典」の実施に

当たって，魅力的な関連事業の開催を検討するとともに，宮城大学のこれまでの歩みと

将来について記念誌の編纂を進め，専用ウェブサイトへの掲載も行うなど，県民に対し

広くＰＲを行う。 

 

第６ その他業務運営に関する重要目標を達成するためとるべき措置 

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 

・ 保有資産（施設・設備等）を定期的に点検し，維持管理の徹底を図るとともに，使用

状況等を踏まえ有効活用を促進する。 

・ 大規模修繕については，県との協議のもと施設整備計画に基づき着実に推進する。 

  ★大和キャンパス図書室レイアウト変更工事 

  ★大和キャンパス各教室音響・映像機器更新工事 

  ★大和キャンパス監視カメラシステム更新工事 

  ★太白キャンパス管理棟建具更新工事 

  ★太白キャンパス坪沼農場家畜舎外壁等改修工事 

・ 中小規模修繕については，目的積立金等を有効に活用し，計画的かつ機動的に実施す

る。 

・ エコキャンパス推進会議などを通じ，引き続き大学環境の維持・保全・美化，省資

源・省エネルギー等の対応を進めていく。 

・ 施設設備の維持管理については，詳細の状況把握に努めるとともに，実情に応じ適切

かつ効率的な運用等を図るため，必要に応じ施設等管理使用規程の見直しを行う。 

２ 安全管理等に関する目標を達成するための措置 

・ 「宮城大学ストレスチェック制度実施要領」について，教職員の安全と健康を確保し，

快適な職場環境の形成を促進するため，必要に応じ見直しを行う。 

・ 災害に係る備えや知識向上の観点から，多様な企画を訓練の中に盛り込み，多面的か

つ総合的な防災訓練を行う。 

  ★防災訓練・・・両キャンパスで各 1回実施 

・ 引き続き，情報ネットワークシステムに係るセキュリティ関係規程・ルール等の整備

を進め，情報管理体制の維持を図るとともに，平成 29 年度からの新しいカリキュラムに

沿った形で情報セキュリティに関する知識及び情報等の提供を行う。 

・ 薬品管理専門委員会において学外の例も参考としながら，毒物・劇物の取扱いに関す

るマニュアルの整備など，学内における統一的な管理に向けた取組を進める。 

３ 人権の尊重に関する目標を達成するための措置 

・ 人権侵害に関する相談窓口及び人権侵害防止対策本部を継続して設置するとともに,教

職員を対象にした研修会等を実施する。 

・ 非違行為が発生した場合には，厳正・迅速に処置する。 
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第７ 予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画 

１ 予算（平成２９年度）  

（単位：百万円） 

区     分 金     額 

収入 

 運営費交付金 

 授業料等収入 

 受託研究費等収入及び寄附金 

 施設整備補助金 

 補助金 

 その他収入 

 目的積立金等取崩 

   計 

 

２，２７３ 

１，１３０ 

１５５ 

０ 

９ 

６５ 

２９７ 

３，９２９ 

支出 

教育研究費 

 （うち人件費） 

 一般管理費 

 （うち人件費） 

 施設整備費 

 補助金 

   計 

 

２，６５５  

（１，７３２） 

１，１２８  

（５５３） 

１４６ 

０ 

３，９２９ 
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２ 収支計画（平成２９年度） 

（単位：百万円） 

区     分 金     額 

費用の部 

 経常費用 

  業務費 

   教育研究経費 

   受託研究等経費 

   人件費 

   一般管理費 

  財務費用 

  雑損 

  減価償却費 

 臨時損失 

３，９６７ 

３，９１２ 

３，７６３ 

６８４ 

７３ 

２，２８５ 

７２１ 

４ 

０ 

１４５ 

５５ 

収入の部 

 経常収益 

   運営費交付金収益 

   授業料等収益 

   受託研究等収益（寄附金を含む） 

   財務収益 

   雑益 

   資産見返負債戻入 

    資産見返運営費交付金等戻入 

    資産見返物品受贈額戻入 

   補助金収益 

 臨時利益 

３，９６７ 

３，９１２ 

２，２１８ 

１，１３０ 

１６４ 

０ 

３５３ 

３８ 

６ 

３２ 

９ 

５５ 

純利益 

総利益 

０ 

０ 

 

３ 資金計画（平成２９年度）  

（単位：百万円） 

区     分 金     額 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 次期中期目標期間への繰越金 

３，９２９ 

３，７９８ 

２０ 

１１１ 

０ 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金収入 

  授業料等収入 

  受託研究費等収入 

  その他収入 

 投資活動による収入 

 財務活動による収入 

 前期（中期目標期間からの）繰越金 

３，９２９ 

３，９２９ 

２，２７３ 

１，１３０ 

１７３ 

３５３ 

０ 

０ 

０ 
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第８ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金の限度額 

・ ５億円とする。 

 

２ 想定される理由 

・ 運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により，緊急に必要となる対策費として

借入れすることが想定される。 

 

第９ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画 

・ なし。 

 

第１０ 剰余金の使途 

・ 決算において剰余金が発生した場合は，知事からの承認を得た上で，教育研究の質の

向上並びに組織運営及び施設整備の改善に充てる。 

 

第１１ 県の規則で定める業務運営に関する事項（県規則第５条第１号から第３号関係） 

１ 積立金の処分に関する計画（法第４０条第４項の承認を受けた金額の使途） 

・ なし。 

 

２ 人事に関する計画 

・ 大学改革の実施に伴う教員配置の検証を行い必要な見直しを行う。 

・ 中期計画に基づく法人（プロパー）職員の充足に向け，計画的な採用及び適正 

  配置に努める。 

・ 職員の資質向上に向け，ＯＪＴや学外派遣研修等，職員研修の充実・強化を図 

  る。 

    ★新規採用職員研修 

   ★スタッフ・ディベロプメント（ＳＤ）研修                

（再掲） 

 

３ 施設設備に関する計画 

・ 大規模修繕については，県との協議のもと施設整備計画に基づき着実に推進する。 

  ★大和キャンパス図書室レイアウト変更工事 

  ★大和キャンパス各教室音響・映像機器更新工事 

  ★大和キャンパス監視カメラシステム更新工事 

  ★太白キャンパス管理棟建具更新工事 

  ★太白キャンパス坪沼農場家畜舎外壁等改修工事 

・ 中小規模修繕については，目的積立金等を有効に活用し，計画的かつ機動的に実施す

る。 

（再掲） 

 


